
















事 務 連 絡 

平成 27 年 12 月 18 日 

 

 

 （別  記） 御中 

 

 

厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務 課      

 

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課      

 

厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課      

 

 

 

子どもによる医薬品誤飲事故の防止対策について 

 

 

 標記について、別添写しのとおり、各都道府県衛生主管部（局）等宛てに

事務連絡を送付しましたので、ご了知いただくとともに、関係者への周知方

のご配慮をよろしくお願いします。

写



（別  記） 

 

公益社団法人 日本医師会 

公益社団法人 日本歯科医師会 

公益社団法人 日本薬剤師会 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 

公益社団法人 日本看護協会  

公益社団法人 日本助産師会 

公益社団法人 日本小児科学会 

一般社団法人 日本医療法人協会 

公益社団法人 全日本病院協会  

公益社団法人 全国自治体病院協議会  

公益社団法人 日本精神科病院協会 

一般社団法人 日本病院会 

独立行政法人 国立病院機構  

独立行政法人 労働者健康福祉機構  

公益社団法人 全国国民健康保険診療施設協議会 

一般社団法人 全国公私病院連盟 

社会福祉法人 恩賜財団済生会 

日本赤十字社  

国家公務員共済組合連合会  

社会福祉法人 北海道社会事業協会  

一般社団法人 地方公務員共済組合協議会 

全国厚生農業協同組合連合会 

健康保険組合連合会 

独立行政法人 地域医療機能推進機構 

宮内庁長官官房秘書課 

法務省矯正局 

文部科学省高等教育局医学教育課 

防衛省人事教育局 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 

公益財団法人 日本医療機能評価機構  

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 

 

（以  上） 



事 務 連 絡 

平成 27 年 12 月 18 日 

 

 

 （別  記） 御中 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 

 

 

 

子どもによる医薬品誤飲事故の防止対策について 

 

 

標記について、別添写しのとおり、各都道府県衛生主管部（局）等宛てに

事務連絡を送付しましたので、ご了知いただくとともに、関係者への周知方

のご配慮をよろしくお願いします。 

  

写



（別  記） 

 

一般社団法人 日本薬局協励会 

一般社団法人 日本保険薬局協会 
公益社団法人 全日本薬品登録販売者協会 

一般社団法人 日本配置販売業協会 

一般社団法人 日本置き薬協会 

一般社団法人 全配協医薬品配置団体連合会 

一般社団法人 全国配置薬協会 

一般社団法人 日本医薬品登録販売者協会 

日本チェーンドラッグストア協会 

 

（以  上） 

 



事 務 連 絡

平成 27 年 12 月 18 日

都 道 府 県

保健所設置市

特 別 区

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課

子どもによる医薬品誤飲事故の防止対策について

当該事故防止対策については、昨年、「消費者安全法第 31 条第３項に基づく経過

報告書「子どもによる医薬品誤飲事故」」（平成 26 年 12 月 19 日付け消費者安全調

査委員会報告書）が公表されたことを受け、「子どもによる医薬品誤飲事故の防止対

策の徹底について（医療機関及び薬局への注意喚起及び周知徹底依頼）」（平成 26

年 12 月 24 日付け 医政総発 1224 第３号、薬食総発 1224 第１号、薬食安発 1224 第

２号厚生労働省医政局総務課長、医薬食品局総務課長、医薬食品局安全対策課長連名

通知）が発出されたことから、「子どもによる医薬品誤飲事故の防止対策の徹底につ

いて」（平成 26 年 12 月 24 日付け雇児母発 1224 第 1 号厚生労働省雇用均等・児童家

庭局母子保健課長通知）により、当該事故防止対策につき、保健指導等の母子保健サ

ービスにおいて、保護者等への情報提供に努めていただくようお願いしているところ

です。

今般、消費者安全調査委員会において、「消費者安全法第 23 条第１項の規定に基

づく事故等原因調査報告書「子供による医薬品誤飲事故」（平成 27 年 12 月 18 日付

け）が取りまとめられ、同委員会委員長から厚生労働大臣に対し意見書が提出された

ことから、別添のとおり「子どもによる医薬品誤飲事故の防止対策について」（平成

27 年 12 月 18 日付け 厚生労働省医政局総務課、医薬・生活衛生局総務課、医薬・生

活衛生局安全対策課連名による事務連絡）がそれぞれ各都道府県等衛生主管部（局）

及び関係団体等あてに発出されましたので、情報提供させていただきます。

また、当該事故防止には注意喚起等の継続性が重要なため、引き続き保健指導等の

母子保健サービスにおいて、保護者等への情報提供に努めていただきますようお願い

いたします。

各 母子保健主管部（局）御中
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